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前年同日
までの
累計

前年比 本年
前年同日
までの
累計

前年比

3          10        -7        137       126       11        

建物火災 2            8            -6          83          87          -4          

林野火災 -            -            -            -            -            -            

車両火災 1            1            -            9            12          -3          

船舶火災 -            -            -            -            -            -            

その他の火災 -            1            -1          45          27          18          

床面積（㎡） 47 40 7            1,495      911        584        

死者（人） 1            -           1           3            4            -1          

負傷者（人） 6            2            4            26          18          8            

たばこ 1           1           -           19         21         -2         

マッチ・ライター 1           -           1           -           -           -           

　ー -           -           -           -           -           -           

　その他災害 208       188       20        3,109     3,246     -137     

2,406     2,337     69        39,627   38,794   833       

急病 1,699      1,638      61          28,287    27,461    826        

交通事故 71          64          7            1,286      1,317      -31        

一般負傷 451        477        -26        7,228      7,164      64          

その他 185        158        27          2,826      2,852      -26        

消防車＋救急車
　　　　の連携した件数 162        152        10          2,341      2,511      -170       

ミニ消防車＋救急車
        の連携した件数 53          39          14          1,163      841        322        
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令和５年２月　火災・救急の概況
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区 分 内    容 
防火・風水害 住宅防火対策（出火防止等）、風水害の知識や対応方法 

地震研修 地震の知識や対応方法 

ＤＩＧ研修 地図に様々な情報を書き込み、防災対策を検討する訓練 

救急研修 救命処置要領（ＡＥＤを含めた心肺蘇生法） 

家庭防災員研修 
受講者募集!! 

 
 

「家庭防災員研修」について 

家庭防災員研修は、自助から始まり地域防
災の担い手にもつなげる研修として、一人で
も多くの市民が本研修を受講し、防火・防災
に関して必要な知識及び技術を身に付けるこ
とを目的としています。 

○受講要件: 

 

 

 
【お問合せ先】 
港南消防署 総務・予防課予防係 

      家庭防災員担当 Email：sy-konan-sy@city.yokohama.jp 
☏ 045-844-0119 

満１５歳以上 港南区民 

 

 

～港南消防署からの募集案内～ 

 

 

○申込方法: 

 

 

自治会・町内会からの推薦又は応募 

 
（詳細は港南消防署にお問合せください。） 
 

無料 

○研修内容 

 

研修受講要領 

 



令和５年３月 20 日  

 

自治会長町内会長  

 

港南消防署長  櫻井  清二  

 

令和５年度「家庭防災員研修」受講者の募集について（御案内）  
 

 早春の候  ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。  

日頃から、消防行政の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、この度「家庭防災員研修」の見直しを行い、その過程で正確な御

案内ができなかったことに対しまして深くお詫び申し上げます。  

令和５年度につきましても、「自らの家庭、地域は自らで」をスローガン

に、家庭防災員研修を通じて「自助」、「共助」の重要性について、さらに

理解を深めていただくため、家庭防災員研修を実施することとなりました。 

つきましては、「家庭防災員研修」受講者の募集にあたりまして、貴自治

会町内会から御推薦いだきますよう御案内申し上げます。  
 

１  受講対象者  

  満 15 歳以上で区内在住の方  
 
２  推薦要領  

  別紙「家庭防災員研修受講者推薦用紙」に必要事項を記入し、御返

送ください。  
 
３  研修の御案内について  

  推薦いただいた方へ、直接研修案内を郵送いたします。  
 
４  添付書類  

 (1) 家庭防災員研修受講者推薦用紙  

 (2) 令和５年度港南区家庭防災員研修日程  

 (3) 家庭防災員研修受講者募集案内  
 
５  その他   

 (1) 御返信は、５月８日（月）までにお願いいたします。  

(2) 募集にあたりまして、必ず推薦いただくものではありません。貴

自治会町内会の事情に合わせて御推薦ください。なお、連絡員につ

きましても、必ず選出いただくものではありませんので申し添えい

たします。  
  

＜お問い合わせ先＞  

港南消防署  予防担当  亀山・北村・伊藤  

                        ℡ 045-844-0119 



別紙

 港　南　消　防　署　長

ふりがな

会長名

住　所

電　話　　 　　　　　

◎お願い事項

・氏名は楷書でふりがなを付け、住所はマンション・アパートの棟室番号等の記入もお願いいたします。

・推薦用紙の提出期限は、令和５年５月８日（月）までにお願いします。

・役員改選等で提出期日に間に合わない場合は、担当者まで御相談ください。

※ 上記個人情報は、家庭防災員に関する事務以外の目的には使用いたしません。

 　　　　　　　 　

昭和
平成
令和

〒

〒

住　　　所　・　電  話　番　号 　推　薦　年　度　

〒

〒

年度

年  　月　　日

推薦年度住　　　　　　　所

  　 連絡員とは、家庭防災員関連の連絡調整を消防署からお願いする方です。

〒

 連 絡 員 氏 名

ふ　り　が　な

5

3

自治会町内会名連合名

(2)　連絡員

1

2

4

電　　話　　番　　号

(1)　受講希望者

氏　　　　名

ふ　　り　　が　　な

【担当】港南消防署総務・予防課予防係
亀山・北村・伊藤
電話 844－0119 (平日9：00～17：00）

家庭防災員研修受講者推薦用紙
令和５年度



研 修 内 容 開 催 予 定 月 開 催 予 定 場 所

【お問い合わせ先】　港南消防署 総務・予防課予防係　電話/FAX 045-844-0119 (平日 9:00～17:00)

令和５年度 港南区家庭防災員研修 開催予定表

       防火研修
 (出火防止の対策、
　　　　　　初期消火要領など)

            風水害研修
 (風水害の事例と教訓、
          　　　発生時の対応など)

       地震研修

  (地震の事例と教訓
　　　　　　発生時の対応など)

       救急研修

  (予防救急、AEDを含めた
　　　　心肺蘇生法、搬送法など)

 災害図上訓練研修
　 （DIG研修）
 (地図に様々な情報を書き込み、
　     防災・減災対策を検討する)

「港南区役所」
又は

「港南消防署」

港南区港南4-2-10

「港南区役所」
又は

「港南消防署」

港南区港南4-2-10

「港南区役所」
又は

「港南消防署」

港南区港南4-2-10

「港南区役所」
又は

「港南消防署」

港南区港南4-2-10

　　　　　６月

土曜日を含めた２日間の開催
予定です。

　　　　　７月

土曜日を含めた２日間の開催
予定です。

　　９月又は10月

土曜日を含めた2日間の開催
予定です。

　　　１１月

土曜日を含めた2日間の開催
予定です。

【備 考】
※ この予定表は変更することがあります。あらかじめ御了承ください。
※ 正式のご案内（開催日程等）は、令和5年５月頃、推薦をいただいた各受講者様宛てに直接送付します。
※ 各研修区分は、2日間(予定)とも同じ内容です。各研修会の開催期間から１日選択し、受講していただきます。
※ 研修会は、災害発生時、気象状況及び社会情勢により変更又は中止になることがあります。あらかじめ御了承ください。
※ 上記研修の他に、希望制のスキルアップ研修がありますが、日程の都合上中止することがありますのであらかじめ御了承
ください。
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令和５年度緊急時情報伝達システムへの登録について（依頼） 

 

１ 連合町内会長、自治会町内会長の皆さまへのお願い 

港南区では平成２９年度から、風水害発生時に避難情報等を、登録している全ての皆

さまに一斉に電話・ＦＡＸでお知らせする「緊急時情報伝達システム」を運用していま

す。 

つきましては、登録を希望される役員の方（会長、副会長、防災担当等、最大３名程

度）に本資料と申請書を配布していただき、記入していただいた申請書を自治会町内会

で取りまとめのうえ、区役所総務課へご提出ください。また、自治会町内会の役員にな

られていない連合町内会役員の方は、個別にご提出ください。（両方で役員の方は、いず

れか１枚のみを提出いただければ結構です。） 

なお、登録はこれまでと同様に単年度制となっておりますので、昨年度登録された方

でも継続してご希望される場合は、お手数をおかけしますが、改めて申請書をご提出く

ださい。昨年度にどなたが登録されていたかを確認したい場合、登録情報に修正等が必

要になった場合は、区役所総務課までお問い合わせください。 

 

【提出書類】 

港南区緊急時情報伝達システム登録申請書 

※説明資料・申請書が不足する場合は、コピーにてご対応をお願いします。 

 

【提出方法】 

郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで送付又は総務課窓口へ御持参ください。 

住 所：〒２３３－０００３ 港南区港南４－２－１０ 

  ＦＡＸ：８４１－７０３０ 

  Ｅメール：kn-bousai@city.yokohama.jp 

  担当：総務課危機管理・地域防災担当 

 

【提出期限】 

令和５年５月３１日（水） 

 

  

区連会３月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ３ 月 2 0 日 

港 南 区 総 務 課 
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２ 登録を希望された皆さまへのお願い 

【補足①：システムの電話番号について】 

 区システムからの発信は、通常の区役所の電話番号とは異なる番号から発信されます。

登録を希望された皆さまは、下記の発信番号を各自の電話帳に登録していただき、着信

があった場合に不審電話として扱わないように準備をお願いします。 

また、区からの発信を受電できなかった等の場合には、内容確認用の番号にお掛けい

ただくことで、一定期間、同じ内容をお聞きいただけますので、両方の番号を電話帳に

ご登録ください。 

 

 

 

 

【補足②：音声メッセージを終了したい場合の操作方法】 

区システムからの自動音声案内は、受電が確認できるまで最大３回、繰り返し発信さ

れます。メッセージを途中で終了したい場合は電話をそのまま切るのではなく、『＊ボ

タンを押下後に、＃ボタンを押下』していただくと受電が確認され、繰り返し発信され

ることが無くなります。訓練時にお試しください。 

 

【補足③：情報受伝達訓練について】 

   登録いただいた方には、実際の災害時等に確実に受信ができるように、以下の日程で

訓練発信を行う予定ですので、ご承知おきください。 

 

３ システムの概要 

(1) メールやインターネットを利用しない方でも、電話で災害情報等の入手が可能です。 

(2) 発災時、事前に登録して頂いている皆さまへ、自動音声による情報配信を行います。 

(3) 区役所では登録された皆様へ災害情報をお届けできたかを集約し、把握できます。 

(4) 登録は電話番号だけでは無く、FAX も登録可能です。 

(5) 登録対象者は、連合町内会・自治会町内会の役員の皆さまに加え、即時避難指示対

象世帯に対して区役所から登録を働きかけます。 

(6) 内容確認用の番号は一般にも公開しており、事前登録していない方でも、電話を

掛ければいつでも配信情報を確認できます。 

 

区からの発信番号：０５７０－０９５－９９９ 

内容確認用の番号：０５０－５４９０－３９９３ 

令和５年６月９日（金）、８月２６日（土）、１２月１日（金） 

※毎回１２時配信開始 

※ご都合により、上記番号からの発信に応答できなかった場合でも、訓練開始後１

週間の間は、上述の内容確認用の番号へお電話いただくことで、内容をご確認い

ただくことができます。 
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４ システムのイメージ 

 
５ 配信対象 ※対象地区は、自治会町内会単位で判断します 

 電話（自動音声） ＦＡＸ 

風水害 
（土砂） 

高齢者等避難 
即時避難指示 
対象地区の 

登録者 

登録者全員 

土砂災害警戒情報 
(即時避難指示等)
※１ 

上記以外の 
避難指示等 

該当地区の 
登録者 

風水害 
（河川） 

避難判断水位 
氾濫危険水位 
いっすい水位 

水位上昇河川 
周辺の登録者 

協定締結の 
連合町内会長 

・自治会町内会長 

特別警報 登録者全員 

震度５強 
以上の地震 

避難所等の情報 登録者全員 

防犯及び都市災害 必要に応じて選定 

※注：発災に伴う通信網等への影響により、情報が配信できない可能性はあります 
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６ 配信情報（例） 

(1) 風水害時 

・避難指示等の避難情報 

避難情報発令日時、開設する避難場所、避難場所の混雑状況、避難対象の町名 

(2) 大地震発生時 

   ・地域防災拠点開設状況（震度５強以上の場合） 

   ・区内の被害状況 

問合せ先 

港南区総務課危機管理・地域防災担当 

電話：８４７－８３１５ 

E メール：kn-bousai@city.yokohama.jp 

※１ 即時避難指示 
   がけ地の状態等より判断し、土砂災害警戒情報の発表とともに避難指示を発令する対象区域 

（令和５年３月現在：５箇所） 
笹下一丁目の一部、日野南二丁目の一部、日野八丁目の一部、野庭町の一部、上永谷二丁目の一部 
 
過去の災害履歴等を勘案し、土砂災害警戒情報の発表とともに避難指示を発令する対象区域 
（令和５年３月現在：２箇所） 
上大岡東二丁目の一部、日野中央二丁目の一部 
 
【過去の土砂災害警戒情報（横浜市南部）発表回数】 H29：2 回 H30：０回 

 Ｒ１：３回、 R２：０回、 R３：１回 
 Ｒ４：１回 



港南区緊急時情報伝達システム登録申請書 

   

令和  年   月   日 

（申請先） 

（横浜市港南区長） 

 

 

 

下記の通り、港南区緊急時情報伝達システムへの登録を希望します。 

 

 

申請情報 

組織名・役職等 

例）○○連合町内会長、○○町内会長、○○町内会防災担当 

 

 

 

ふりがな 

氏 名 

例）港南
こうなん

 太郎
たろう

 

 

 

 

住 所 

例）港南区〇〇町〇〇－〇、昨年届出と同じ 

〒 

 

 

 

登録をする電話番号 

（希望者のみ記入） 

例）０４５－〇〇〇－〇〇〇〇、０８０－△△△△―△△△△、昨年と同じ 

 

 

 

 

※固定電話、携帯電話のいずれでも、両方でも結構です 

登録をするＦＡＸ番号 

（希望者のみ記入） 

例）０４５－〇〇〇－〇〇〇〇 

 

 

 

 
 

※ ご記載いただいた個人情報は、本システム以外には使用しません。 

※ 住所はシステムには登録せず、システムに関する連絡事項が発生した場合に利用します。 

  





 

港南区緊急時情報伝達システム登録申請書 

   

令和５年○月○○日 

（申請先） 

（横浜市港南区長） 

 

 

 

下記の通り、港南区緊急時情報伝達システムへの登録を希望します。 

 

 

申請情報 

組織名・役職等 

 

○○町内会 防災担当 

 

ふりがな 

氏 名 

 

港南
こ う な ん

 太郎
た ろ う

 

 

住 所 

〒○○○－○○○○ 

港南区〇〇町〇〇－〇 

 

登録をする電話番号 

（希望者のみ記入） 

 

０４５－〇〇〇－〇〇〇〇 

０８０－△△△△―△△△△ 
 

※固定電話、携帯電話のいずれでも、両方でも結構です 

登録をするＦＡＸ番号 

（希望者のみ記入） 

０４５－〇〇〇－〇〇〇〇 

※ ご記載いただいた個人情報は、本システム以外には使用しません。 

※ 住所はシステムには登録せず、システムに関する連絡事項が発生した場合に利用します。 

 

  

記入例１ 



 

港南区緊急時情報伝達システム登録申請書 

   

令和５年○月○○日 

（申請先） 

（横浜市港南区長） 

 

 

 

下記の通り、港南区緊急時情報伝達システムへの登録を希望します。 

 

 

申請情報 

組織名・役職等 

 

○○町内会 防災担当 

 

ふりがな 

氏 名 

 

港南
こ う な ん

 太郎
た ろ う

 

 

住 所 昨年届出と同じ 

登録をする電話番号 

（希望者のみ記入） 

 

 

昨年届出と同じ 
 

※固定電話、携帯電話のいずれでも、両方でも結構です 

登録をするＦＡＸ番号 

（希望者のみ記入） 

昨年届出と同じ 

※ ご記載いただいた個人情報は、本システム以外には使用しません。 

※ 住所はシステムには登録せず、システムに関する連絡事項が発生した場合に利用します。 

 

記入例２ 
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令和５年度 LED 防犯灯整備事業について（依頼） 

 

日頃から、本市の LED 防犯灯整備事業に御理解、御協力を賜り、厚くお礼を申しあげ

ます。令和５年度も引き続き LED 防犯灯の新規設置、維持管理等を行ってまいりますの

で御協力をお願いします。 

 

お願い１ ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について         

横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯については、電気料金の支払及び故障時の修繕などの管

理は横浜市が行い、故障の発見及び連絡、繁茂した草木の除去等の日常の見守りは、自

治会町内会の皆様にお願いしております。引き続き御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市連会３月定例会説明資料 

令和５年３月 10 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課

   

 

＊ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際は、下記の連絡先までご連絡ください。 

港南区地域振興課  電話０４５－８４７－８３９１ 

市民局地域防犯支援課 電話０４５－６７１－３７０９ 

 

＊お知らせいただきたいこと 

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号です。） 

② 電柱番号（電柱に電柱番号が記載されている場合には、併せてご連絡ください） 

③ 住所及び目標物 

④ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点灯している」「点滅している」「鋼管ポー

ルに車が衝突し傾いている」等） 

⑤ 不具合発生の時期（気づいた日）、及び時間帯 

 

 

＊防犯灯は周囲の状況や他の照明との関係により、防犯灯によっては点灯する時間が

遅くなる場合がありますが、故障ではありません。 

＊鋼管ポールが倒れたり、大きく傾いたりなどして、電線の垂れ下がりや切断しているの

を見つけたときは、大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式

会社カスタマーセンター（電話：0120-995-007、※0120 番号をご利用になれない場

合は 03-6375-9803（有料））に御連絡ください。 
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 ※横浜市防犯灯の管理番号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コラム１ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～灯具の耐用年数を超過した防犯灯が増えています～ 

平成 21～23 年度に設置した LED 防犯灯は、10 年と言われ

ている耐用年数を超過して使用しており、維持管理への対応

に注力しています。 

 

お願い２ 鋼管ポール防犯灯の撤去、建替えへの御協力について    

著しく劣化した鋼管ポールは、撤去、建替えを行います。 

撤去、建替えの実施には近隣にお住いの方の御理解、御協力が必要となります。近

隣にお住いの皆様から御理解、御協力を得るために、自治会町内会のお力をお借りし

たく、御協力をお願いします。具体的な対応については個別にお願いさせていただき

ます。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

電柱共架タイプ 鋼管ポールタイプ 

灯具の横に黄色のプレートが付いて

います。 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色のプレート又は

銀色のシールが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートタイプ    シールタイプ 

 

 

 
 

防犯灯不点灯 

(1) 対象となる鋼管ポールの選定は、市民局地域防犯支援課が行います。 

(2) 付近に電柱がある場合は、ポールを撤去し、灯具を電柱へ移設します。 

建替えは付近に電柱がない場合に限られます。 

(3) 建替えの際には、横浜市の仕様に則り、鋼管ポール基礎の直径 50cm のものを設

置します。その結果、従前の鋼管ポールと同じ場所に設置することができない場

合もあります。このような場合は自治会町内会と協力し、新たな設置場所を検討

します。 

(4) 設置可能な場所が見つからなかった場合や、近隣にお住いの皆様の合意が得ら

れなかった場合は、撤去のみとなることもございますので、御了承ください。 
 

Y 瀬谷区 

T 555 
Y 鶴見区 
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＜コラム２ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～鋼管ポールの中には経時劣化により建て替えが必要なものも増えています～ 

自治会町内会から移管した鋼管ポール防犯灯は設置の時期

や工法が一様ではなく、中には著しく劣化したものもありま

す。倒壊による被害を生じさせないよう、計画的な建替えを

実施しています。 

 

お願い３ ＬＥＤ防犯灯移設の御検討について            

地域の安全で安心な環境づくりに重要な役割を担っている防犯灯ですが、周辺の土

地利用状況が変わり、防犯灯に頼ることなく十分な明るさを確保できるようになった

場合などについては、明かりが必要な場所に移設することを御検討いただくようお願

いします。 

移設の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支援課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

お願い４ 自治会町内会管理の防犯灯のＬＥＤ化の御検討について 

蛍光灯防犯灯を所有管理している自治会町内会様におかれましては、蛍光管の交換

が不要で、電気代も節約できるＬＥＤ防犯灯への交換について、脱温暖化対策とＳＤ

Ｇｓの観点からも御検討を進めていただきますようお願い申し上げます。 

(参考)1 灯当たりの年間電気代（令和４年度） 

   22Ｗ蛍光灯：約 4,667 円 ⇒ 10ＷＬＥＤ灯：約 1,901 円 ※約 60％削減 

  

お願い５ ＬＥＤ防犯灯寄附の御検討について            

自治会町内会や宅地開発事業者の皆様が、独自に電柱へＬＥＤ防犯灯を新設する際、

事前に横浜市と協議し、その防犯灯を横浜市へ寄附することにより、その後の電気料

金の支払及び故障時の修繕対応などを横浜市で対応することが可能な場合があります。 

横浜市ＬＥＤ防犯灯仕様及び横浜市防犯灯設置基準を満たしているものが対象とな

りますので、寄附の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支課までお問い合わ

せ、御相談ください。 

 

 

 ポール穴あき 

(1) 移設先は横浜市防犯灯設置基準を満たしている電柱に限ります。 

（鋼管ポール防犯灯の移設（抜いて刺しなおす）はできません。） 

(2) 移設の費用は、横浜市が負担します。 
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お知らせ LED 防犯灯新設の申請について              

令和５年度の新規設置灯数は、電柱タイプが 180 灯、鋼管ポールタイプが 18 灯を予

定しています。すべての御要望には添えない状況ですが、防犯灯設置基準に照らし合わ

せ、より効果的な設置を進めてまいりますので、御理解・御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

１ 申請書類及び提出期限について 

(1) 設置を希望する自治会町内会は、申請書を各区役所地域振興課でお受け取り

ください。 
(2) 申請書は、令和５年５月 31 日（水）までに 

各区役所地域振興課に御提出ください。 
 

２ 申請場所の選定について 

(1) 選定場所は、多くの地域の方が通行する道路を照明する場所とし、周囲に明か

りが無く、防犯上不安のあるところとしてください。 

(2) 場所を選定する際には、必ずお住まいの方や近隣の方など関係者の御理解を得

たうえで申請を行ってください。 

３ 令和５年度のＬＥＤ防犯灯の新設予定数について  

電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・・180 灯（昨年度 300 灯） 

 鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・ 18 灯（昨年度 一時休止） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】この事業は、令和５年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施

が確定します。 

 ＜お問合せ先＞ 
市民局地域防犯支援課防犯灯担当 
電話：045-671-3709 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

【 横浜市防犯灯設置基準（抜粋） 】 

 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路

を照明する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場

所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由

によりやむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯

上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。 



 
令和４年度ＩＣＴ活用アンケート 

 

地区連合町内会・自治会町内会名：                       

自治会町内会活動のＩＣＴ活用状況について（あてはまるものすべてにチェック） 

☐行事の案内通知にLINE等のSNSやメールを利用 

☐役員同士の連絡にLINE等のSNSやメールを利用 

☐回覧板を電子で行っている 

☐自治会町内会のホームページを作成 

☐自治会町内会のSNS（Facebook・インスタグラム等）を作成 

☐会館にWi-Fi等のネット環境が整備されている 

☐オンライン会議を実施している 

☐その他（                                 ） 

☐特に活用していない 

自治会町内会活動でＩＣＴ活用が難しいと思われる要因（あてはまるものすべてにチェック） 

☐機材等がない 

☐費用が高い 

☐詳しい人がいない（少ない） 

☐セキュリティ面で心配がある 

☐ＩＣＴ活用についてよく分からない 

☐必要性がない 

☐その他

（                  ） 

自治会町内会活動で今後活用してみたいと思うもの（あてはまるものすべてにチェック）  

☐ LINE等のSNS 

☐行政への書類をオンラインで提出 

☐電子回覧版 

☐ホームページ 

☐オンライン会議 

☐その他

（                  ） 

自治会町内会活動で今年度新たに実施したＩＣＴ活用事例があれば御記入ください。 

（例）会館にネット環境を整備し、オンライン会議を実施した。 

 

 

 

御協力ありがとうございました。 

回答期限：３月 31日（金）まで 

 



 令和５年３月 20日 

 
地区連合町内会長・自治会町内会長  各位 

港南区地域力推進担当課長  

 

令和４年度 ＩＣＴ活用アンケートについて（再度依頼） 

 

 港南区では、｢横浜ＤＸ戦略｣において､｢デジタル区役所｣のモデル区として選定されており、「あ

ったかデジタル 港南」を進めています。 
この一環として、各地区連合町内会及び自治会町内会向けに、ＬＩＮＥ活用講座の実施や機器等

導入にかかる補助金の交付等を行ってまいりました。 
各地区連合町内会及び自治会町内会の状況や課題等を把握するためＩＣＴ活用アンケートを実

施しますので、御協力をお願いします。 
 
【 目 的 】 各自治会町内会のＩＣＴ活用状況、課題やニーズを把握し、地域に寄

り添ったＩＣＴ活用を支援するための参考にします。 
 
【 対 象 】 港南区内の地区連合町内会長（１５団体）及び自治会町内会長 

（１６８団体） 
 
【回答期限】 ３月 15日（水） ３月 31日（金）※延長しました 
 
【回答方法】 下の二次元コードから又は裏面のアンケート用紙で御回答ください。  
 

アンケート用紙提出先 

郵送  ：２３３－０００３ 港南区港南４丁目２番１０号 
ＦＡＸ ：０４５(８４１)７０３０ 

 
・パソコンからも回答できます。 

Google等検索サイトで「横浜市 電子申請」で検索し、「横浜市電子申請・届出システム」にアクセス。 
トップページの【申請できる手続き一覧】の「個人向け手続き」をクリック。 
キーワード検索で「港南区 自治会」で検索、該当アンケートを選択して回答。 
URL: https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4cf40268-3e7b-4db1-

8ee6-8f14a764bcad/start  
 
「あったかデジタル 港南」と地域でのＩＣＴ活用 

デジタルの力で区民の皆さまの利便性向上や区役所業務の効率化を進めることで、区民の皆さま

と向き合う時間を増やし、これまで以上に「あったかい区役所」を実現します。 

 地域活動においても ICT 活用を進めることで、時間や場所に関係なく円滑にコミュニケーショ

ンが取れることにより利便性が増し、役員の負担軽減や新しい担い手掘り起こし等につながること

が期待できます。 

 
担当：港南区地域力推進担当 柴田、松本 

TEL：847-8383   FAX：841-7030 
             Eメール：kn-chiiki@city.yokohama.jp 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4cf40268-3e7b-4db1-8ee6-8f14a764bcad/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4cf40268-3e7b-4db1-8ee6-8f14a764bcad/start
mailto:kn-chiiki@city.yokohama.jp


 令和５年３月 20日 

 
地区連合町内会長・自治会町内会長  各位 

港南区地域力推進担当課長  

 

自治会町内会の課題解決に向けたアドバイザー派遣について（依頼） 

 

 

港南区では令和５年度新規事業として、自治会町内会の運営上の課題の解決や

活動の活性化などの支援をするため、地域の課題解決に取り組む意欲がある自治

会町内会へのアドバイザー（専門家）派遣事業を開始します。 

アドバイザーは専門的な観点から、事例の紹介や、課題の整理、解決に向けた

話し合いのファシリテーションなど、自治会町内会に寄り添った支援を行いま

す。 

アドバイザーの人選は、自治会町内会が抱える地域課題の解決に取り組んだ経

験があり、港南区の地域の状況にも詳しい方として、港南区の地域づくり大学校

「学び舎ひまわり」のコーディネーターを長年務めてきた内海宏氏を考えていま

す。 

派遣先自治会町内会（２団体程度）を募集しますので、積極的な活用について

御検討いただき、派遣を希望される場合は別紙申込書をご提出ください。 

派遣にあたり御不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

【派遣対象】 

  自治会町内会（地区連合町内会長の推薦が必要です） 

 

【募集締切】 

  令和５年５月 31日（水） 

 

（地域課題の例） 

  ・役員のなり手が少ない（７７．９％） 

・会員の高齢化（６３．４％） 

・特定の会員しか運営、行事に関わらない（３７．９％） 

・行事の参加者が少ない（１９．８％） 

・未加入世帯の増加（１６．０％） 

 

※「令和２年度自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書」 

自治会町内会の運営上の課題についての回答より。（ ）内は回答割合。 

 
裏面あり 



【スケジュール（案）】 

  ３月 20日（月） 区連会説明、募集開始 

  ５月 31日（水） 募集締め切り 

  ６月        派遣先の自治会町内会を選定（２団体程度） 

           派遣準備 

  ７月～６年２月  自治会町内会へアドバイザー派遣３～５回程度 

 

  ※派遣回数や内容については、御相談の上、決定させていただきます。 

  ※応募が想定数を上回った場合には、申込内容についてアドバイザー講師

と相談の上、派遣先を決定させていただきます。 

 

担当：港南区地域力推進担当 柴田、松本 
TEL：847-8383   FAX：841-7030 

          E メール：kn-chiiki@city.yokohama.jp 
 

 

mailto:kn-chiiki@city.yokohama.jp


令和 5 年度  自治会町内会の課題解決に向けたアドバイザー派遣 申込書 

令和５年 月 日 

申込者 団体名   

所在地  港南区 

代表者名  

 

どのような支援をアドバイザー派遣に期待しているか、また、支援を受けて自治会町内会でどのような活動を

したいか、なるべく具体的に記載してください。 

  

 

連絡先 

役職・氏名 

  

住所 

 港南区 

電話番号 

  

メールアドレス 

  

 

推薦者（連合町内会長）から一言 

 

申込先 港南区地域力推進担当 柴田、松本  

電話 874-8383 FAX871-7030 メール kn-chiiki@city.yokohama.jp 

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABkn-chiiki@city.yokohama.jp


令和 5 年度  自治会町内会の課題解決に向けたアドバイザー派遣 申込書 

令和５年５月１日 

申込者 団体名  ●●自治会 

所在地  港南区港南四丁目２－１０ 

代表者名 港南 太郎 

 

どのような支援をアドバイザー派遣に期待しているか、また、支援を受けて自治会町内会でどのような活動を

したいか、なるべく具体的に記載してください。 

 
＜記入例＞ 
 ●●自治会は高齢化で、役員のなり手がなかなか見つからない。 
 どのような事をすると担い手づくりにつながるのか、アドバイスが欲しい。 
 自治会町内会活動を魅力的にする、役員の負担を減らす、広報を工夫するなどは思いつくが、より具体的で
簡単な事例が知りたい。 
  

 

連絡先 

役職・氏名 

 会計 八三 太郎 

住所 

 港南区港南中央通 10-1 

電話番号 

 090-▲▲▲▲-▲▲▲▲ 

メールアドレス 

 ▲▲▲▲▲▲@▲▲▲▲ 

 

推薦者（連合町内会長）から一言 

 

申込先 港南区地域力推進担当 柴田、松本  

電話 874-8383 FAX871-7030 メール kn-chiiki@city.yokohama.jp 

記載例 

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABkn-chiiki@city.yokohama.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象 

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 

対象となる活動の例は次ページ 

27

5

3

12

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和４年４月～令和４年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和５年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

15

5

7

7

13

骨折

虫刺され

創傷

打撲

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R５年３月作成  



  

 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

対象となるボランティア活動の例 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000 円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット 等 ２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                     

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 



35%

22%

26%

31%

9%

12%

35%

47%

47%

30%

39%

45%

36%

42%

43%

40%

51%

49%

29%

65%

78%

74%

69%

91%

88%

65%

53%

53%

70%

61%

55%

64%

58%

57%

60%

49%

51%

71%

全体
鶴⾒区

神奈川区
⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

電⼦申請/郵送等 ⽐率
電⼦申請 郵送等

⾃治会町内会に対する依頼の⾒直しに向けたアンケート単純集計結果（速報版）

88

110

74

64

117

104

120

110

88

119

91

83

95

72

116

69

104

87

鶴⾒区
神奈川区

⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

区別回収率、回収数

※区不明 27件

【調査の⽬的】
「令和２年度横浜市⾃治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」の結果において、⾏政からの依頼事

項のうち、「委嘱委員の推薦」及び「⾏政からの情報周知」に対する負担感が特に⼤きいことが読み取れ
た。それらの負担感解消に向けた本市の対応の⽅向性を検討するため、⾃治会町内会の状況や地域のニーズ
を把握することを⽬的として調査を実施した。

【調査概要】
(1)調査⽅法
・アンケート⽅法による定量調査
・区連会配送ルートにより調査票を配付。回収は郵送および横浜市電⼦申請届出システムによる回答。
(2)調査の対象
市内の全⾃治会町内会⻑：2,849名（令和３年４⽉１⽇時点数）

(3)実施時期
令和４年11⽉11⽇〜令和５年１⽉31⽇

(4)回収率(数)

発送数：2,849票／有効回答標本数：1,738票／有効回答標本回答率：61％
(5)調査実施主体
横浜市（市⺠局地域活動推進課、健康福祉局地域⽀援課）

【表記について】
本報告書（速報版）では、アンケート回答の集計結果（割合％）を⼩数点以下第⼀位の四捨五⼊により整

数値として、表記しているが、グラフ作成に使⽤している集計結果は少数点以下を持ったデータとして処理
をしている。このため、同じ整数値であってもグラフ⾯積や⻑さが異なっていたり、合算値が100とならな
い箇所がある。また、特記がない限りn=1,738とする。
各設問の「その他」における記述欄及び、⾃由記述の設問の回答においては、速報版では省略する。

回収状況
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33%

21%
14%

16%

13%

2% 1%
0%

会⻑の在職年数

１年以下
２〜３年
４〜５年
６〜10 年
11〜20 年
21〜30 年
31 年以上
無回答

21% 78% 1%

2(2)区連会資料を区連会ホームページ等から⼊⼿し、電⼦データ（ワード、PDF

等）で活⽤していますか。

活⽤している 活⽤していない 無回答

２横浜市からの情報周知について

１会⻑の情報

0% 2%

5%
9%

23%

47%

13%

0% 0%

会⻑の年齢

20 代以下
30 代
40 代
50 代
60 代
70 代
80 代
90 代以上
無回答

14%

32%

22%

23%

10%

0%

加⼊世帯数

〜100 世帯
101〜300 世帯
301〜500 世帯
501〜1000 世帯
1001 世帯以上
無回答

24%

15%

9%

51%

1%

会⻑の職業

会社員・公務員
⾃営業
パートタイム・アルバイト
無職
無回答

64%

34%

44%

57%

17%

18%

28%

31%

30%

62%

47%

39%

75%

74%

67%

63%

4%

3%

7%

2%

6%

7%

3%

4%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

①⽣命・財産に関するもの

②⽇常⽣活に密接に関わるもの

③市政・区政、施策の周知を⽬的とするもの

④⾃治会町内会活動に関連するもの

⑤報告案件

⑥⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(市)

⑦⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(区)

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

2(1)横浜市からの情報周知について 以下の種別の情報をどのような⽅法で
お伝えするのが適切と思いますか

資料＋説明 資料提供のみ 区連会の議題になじまない 無回答

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

(防災関係、コロナ関連情報等)

(年末のごみ収集⽇程等)

(市の計画案内、市⺠意⾒募集等)

(補助事業の案内、先進的な活動事例等)

(年間のごみ収集量の報告などの事業・計画の事後報告等)

⑦⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（区）

⑥⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（市全体）

2



３⾃治会町内会のデジタル化の状況

37% 30% 24% 5%

2%
2%

1%

2(3)今後、区連会を通した情報をどのような⽅法で受け取るのが、会⻑の皆様に
負担が少なく、地域の皆様への周知に効果的と考えますか。

区連会後の毎⽉の資料送付を活⽤(すべて紙媒体で送付)

紙媒体と電⼦データの併⽤
基本的には電⼦データでいいが、横浜市から依頼する回覧資料、掲⽰資料は必要数ほしい
区連会等のホームページから資料データを⼊⼿できるようにしてほしい(紙媒体は不要)

区連会の情報は不要
その他
無回答

53%

26%

14%

3%

1%

1%

1%

1%

16%

1%

活⽤していない
LINE

⾃治会のホームページ
⾃治会運営アプリ
フェイスブック
メールマガジン

ツイッター
分からない

その他
無回答

3(1)会員の皆様へ⾃治会活動等の情報を周知する際に以下の⽅法を活⽤していま
すか。

3(2) （１）のデジタルツールの具体的な活⽤事例（⾃由記述）

速報版では省略

52%

41%

38%

24%

20%

6%

4%

資料のわかりやすさ
情報量の多さ

情報内容の精査
ペーパーレス化等デジタルツールの活⽤

資料部数の是正
その他
無回答

2(4)区連会資料の情報を周知する上で⾏政が改善すべき点について、あてはまる
ものすべてを選択してください。

(「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外)

(会⻑への１部配布の⾒直し)
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57%

36%

32%

30%

29%

24%

11%

10%

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊やWi‐Fi 環…
⾃治会運営アプリの導⼊⽀援

ICT 機器の導⼊や運⽤のためのアドバイザー派遣
技術的な相談窓⼝の設置

ICT 機器の操作研修
様々な資料のデータ提供

その他
無回答

3(3) ICTを活⽤した情報周知をする上での⾏政からの⽀援策として有効と思われ
るものについて、あてはまるものすべてを選択してください。

81%

81%

80%

57%

46%

33%

21%

4%

御⾃宅にインターネット環境がある
スマートフォンを所有

パソコン、タブレット端末等の通信機器を所有
SNS を利⽤

オンライン会議を活⽤したことがある
デジタル関係について相談ができる⼈が⾝近にいる

⾃治会館にインターネット環境がある
無回答

3(4)会⻑御⾃⾝のデジタル環境について、あてはまるものすべてを選択してくださ
い。

56% 28% 10%

2% 1% 3%
5(1)委嘱委員の候補者探しについてあてはまるものを選択してください。

難しい やや難しい 普通 難しくない わからない 無回答

４横浜市からの情報周知について（⾃由記述）
速報版では省略

５委嘱委員推薦事務について

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊や
Wi‐Fi 環境整備等の導⼊費⽤の補助

（委嘱委員の例）
スポーツ推進委員、⻘少年指導員、環境事業推進委員、保健活動推進員、
明るい選挙推進委員、消費⽣活推進員（⼀部区に限る）（※）
※⺠⽣委員・児童委員については、設問６以降で伺っています。
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47%

39%

26%

18%

9%

7%

12%

10%

委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減

委嘱委員の業務内容説明資料の配付

地域活動⼈材の紹介など個別に相談できる環境

広報

⾃治会向け説明会

特になし

その他

無回答

5(3)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。候補
者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、あてはま
るものすべてを選択してください。

5(4) 候補者探しが最も困難と感じた委嘱委員や⽇頃から感じていること（⾃由記述）
速報版では省略

(n=1,461)

(n=1,461)

67%

49%

49%

42%

40%

29%

23%

12%

15%

1%

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、…

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

引き受けてもよいという⼈はいたが、候補者の年齢要件により…

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

5(2)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。選ん
だ理由としてあてはまるものすべてを選択してください。

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が
合わない⼈が多かった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった
⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、

候補者を探すことが難しかった
委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと

考えている⼈が多かった
委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく

説明することが難しかった
引き受けてもよいという⼈はいたが、

候補者の年齢要件により推薦できなかった

(n=1,461)
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67% 12% 12% 8%

6(1)推薦状況について、あてはまるものを選択してください。

全員推薦できた ⼀部推薦できた 推薦できなかった 無回答

６令和４年⼀⻫改選の⺠⽣委員候補者の推薦事務について

6(2) スムーズに推薦を⾏うことができたポイントや⼯夫した点（(1)で「全員推薦できた」と回答
した⽅のみ）
速報版では省略

46%

35%

34%

20%

18%

13%

10%

9%

9%

4%

7%

22%

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと…

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にく…

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

特に苦労した点はなかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について…

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74 …

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

6(3)「⺠⽣委員となる候補者の確保」について、「今回は特に難しかった」との
御意⾒を多く伺いました。具体的にどのような御苦労が⼤きかったですか。特に
あてはまるものを３つまで選択してください。

29%

26%

17%

16%

1%

8%

25%

⽇頃の地域活動で顔⾒知りの⽅に、直接声掛けをした

新任の候補者はいない

⾃治会役員から、候補者の紹介があった

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、…

地域ケアプラザや区社会福祉協議会に相談した

その他

無回答

6(4)新任の候補者が含まれている場合、その候補者はどのようにお探しになりま
したか。

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、
候補者の紹介があった

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多かった

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった
⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、

候補者を探すことが難しかった
⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について
理解を得ることが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74歳以下）に
より推薦できなかった

候補者選出までの期間が短かった
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41%

35%

12%

8%

5%

5%

14%

特になかった
区役所からの説明資料等の配布物

⾃治会向け説明会
広報

区役所職員による個別相談および⽀援
その他
無回答

6(5)横浜市の関わり・⽀援のうち、候補者推薦に役⽴ったと感じた内容につい
て、あてはまるものすべてを選択してください。

26% 24% 24% 18% 4% 4%

7(2)横浜市では、将来にわたり積極的な活動を⾏えるよう、候補者の年齢要件を
「74歳以下」としていますが、適当と考える年齢要件について、あてはまるもの
１つを選択してください。

「原則」74 歳以下とし、例外を設けた⽅が良い 年齢要件を緩和した⽅がよい
年齢要件を撤廃した⽅がよい 現状のままでよい
その他 無回答

７今後の推薦に向けた考えについて

40%

36%

30%

30%

29%

26%

25%

17%

15%

13%

10%

8%

4%

候補者の年齢要件を緩和する
⺠⽣委員の活動に対する⽀援を強化する

⺠⽣委員の活動をサポートする仕組みを地域の中で強化する
60 歳代以下の世代が参加しやすい活動環境を整備する

横浜市が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす
⺠⽣委員の制度や活動について地域への広報を強化する
社会福祉協議会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者…
⺠⽣委員としての会費負担を減らす

⾃治会以外の組織からの推薦を選択できるようにする
⾃治会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

その他
無回答

7(1)候補者の確保に有効と考える取組について、特にあてはまるものを３つまで
選択してください。

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者
探しのサポートを強化する
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61%

42%

40%

33%

14%

10%

6%

5%

再任者の場合の⼿続を簡素化してほしい
提出書類を簡略化してほしい

推薦準備会の推薦⼈数を削減してほしい
推薦準備会の開催⽅法について対⾯以外も認めてほしい

⾃治会以外の組織からの推薦も認めてほしい
特に⾒直しは必要ない

その他
無回答

7(3)推薦⼿続に関し、改善してほしいと考える内容について、あてはまるものす
べてを選択してください。

53%

35%

23%

19%

18%

13%

6%

6%

⺠⽣委員の活動や⽋員地区をサポートする仕組み

区役所からの説明資料等の配布物

区役所職員による個別相談および⽀援

⾃治会向け説明会

広報(広報よこはま、市(区)ウェブサイト等)

特に期待する取組はない

その他

無回答

7(4)候補者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、
あてはまるものすべてを選択してください。

８⾃治会と⺠⽣委員との関わりについて

8(2) ⾃治会が⺠⽣委員の活動をサポートするために実施している取組
速報版では省略

９その他、⺠⽣委員・児童委員の推薦・活動・制度について（⾃由記述）
速報版では省略

78%

51%

42%

40%

40%

37%

32%

10%

5%

地域の⾼齢者等の⾒守り活動を担っている

災害時要援護者の⾒守りなど防災活動を担っている

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先となって…

⾃治会の定例会等で⺠⽣委員の活動について情報共有している

⾃治会のおまつりなど⾏事の⼿伝いをしてもらっている

拠点防災、防災訓練などに担い⼿として参加してもらっている

⾃治会の役員を担ってもらっている

その他

無回答

8(1)⾃治会と⺠⽣委員の⽇ごろの関わりについて、あてはまるものすべてを選択し
てください。

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先と
なっている
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35%

22%

26%

31%

9%

12%

35%

47%

47%

30%

39%

45%

36%

42%

43%

40%

51%

49%

29%

65%

78%

74%

69%

91%

88%

65%

53%

53%

70%

61%

55%

64%

58%

57%

60%

49%

51%

71%

全体
鶴⾒区

神奈川区
⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

電⼦申請/郵送等 ⽐率
電⼦申請 郵送

⾃治会町内会に対する依頼の⾒直しに向けたアンケート単純集計結果（速報版）

88

110

74

64

117

104

120

110

88

119

91

83

95

72

116

69

104

87

鶴⾒区
神奈川区

⻄区
中区
南区

港南区
保⼟ケ⾕区

旭区
磯⼦区
⾦沢区
港北区
緑区

⻘葉区
都筑区
⼾塚区
栄区
泉区

瀬⾕区

区別回収率、回収数

※区不明 27件

【調査の⽬的】
「令和２年度横浜市⾃治会町内会・地区連合町内会アンケート調査」の結果において、⾏政からの依頼事

項のうち、「委嘱委員の推薦」及び「⾏政からの情報周知」に対する負担感が特に⼤きいことが読み取れ
た。それらの負担感解消に向けた本市の対応の⽅向性を検討するため、⾃治会町内会の状況や地域のニーズ
を把握することを⽬的として調査を実施した。

【調査概要】
(1)調査⽅法
・アンケート⽅法による定量調査
・区連会配送ルートにより調査票を配付。回収は郵送および横浜市電⼦申請届出システムによる回答。
(2)調査の対象
市内の全⾃治会町内会⻑：2,849名（令和３年４⽉１⽇時点数）

(3)実施時期
令和４年11⽉11⽇〜令和５年１⽉31⽇

(4)回収率(数)

発送数：2,849票／有効回答標本数：1,738票／有効回答標本回答率：61％
(5)調査実施主体
横浜市（市⺠局地域活動推進課、健康福祉局地域⽀援課）

【表記について】
本報告書（速報版）では、アンケート回答の集計結果（割合％）を⼩数点以下第⼀位の四捨五⼊により整

数値として、表記しているが、グラフ作成に使⽤している集計結果は少数点以下を持ったデータとして処理
をしている。このため、同じ整数値であってもグラフ⾯積や⻑さが異なっていたり、合算値が100とならな
い箇所がある。また、特記がない限りn=104（港南区有効回答標本数）とする。
各設問の「その他」における記述欄及び、⾃由記述の設問の回答においては、速報版では省略する。

回収状況

港南区

(n=1,738)
(n=1,738)
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40%

10%14%

23%

10%

0% 3% 0%

会⻑の在職年数

１年以下
２〜３年
４〜５年
６〜10 年
11〜20 年
21〜30 年
31 年以上
無回答

22% 78% 0%

2(2)区連会資料を区連会ホームページ等から⼊⼿し、電⼦データ（ワード、PDF

等）で活⽤していますか。

活⽤している 活⽤していない 無回答

２横浜市からの情報周知について

１会⻑の情報

2%
4%

9%

25%

45%

14%

1%

会⻑の年齢

20 代以下
30 代
40 代
50 代
60 代
70 代
80 代
90 代以上
無回答

10%

28%

21%

30%

11%

1%

加⼊世帯数

〜100 世帯
101〜300 世帯
301〜500 世帯
501〜1000 世帯
1001 世帯以上
無回答

25%

13%

12%

49%

1%

会⻑の職業

会社員・公務員
⾃営業
パートタイム・アルバイト
無職
無回答

62%

30%

41%

57%

13%

16%

27%

28%

30%

65%

47%

38%

77%

76%

66%

65%

8%

4%

10%

4%

9%

6%

5%

5%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

①⽣命・財産に関するもの

②⽇常⽣活に密接に関わるもの

③市政・区政、施策の周知を⽬的とするもの

④⾃治会町内会活動に関連するもの

⑤報告案件

⑥⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(市)

⑦⾏事等の告知のための回覧・
掲⽰等による周知依頼(区)

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

2(1)横浜市からの情報周知について 以下の種別の情報をどのような⽅法で
お伝えするのが適切と思いますか

資料＋説明 資料提供のみ 区連会の議題になじまない 無回答

⑧地域の⽕災（消防）、犯罪発⽣状況（警察）

(防災関係、コロナ関連情報等)

(年末のごみ収集⽇程等)

(市の計画案内、市⺠意⾒募集等)

(補助事業の案内、先進的な活動事例等)

(年間のごみ収集量の報告などの事業・計画の事後報告等)

⑦⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（区）

⑥⾏事等の告知のための回覧・掲⽰等による
周知依頼（市全体）

※20代以下、90代以上、
無回答は該当なし
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３⾃治会町内会のデジタル化の状況

35% 36% 22% 5%

2%

1%
0%

2(3)今後、区連会を通した情報をどのような⽅法で受け取るのが、会⻑の皆様に
負担が少なく、地域の皆様への周知に効果的と考えますか。

区連会後の毎⽉の資料送付を活⽤
紙媒体と電⼦データの併⽤
基本的には電⼦データでいいが、横浜市から依頼する回覧資料、掲⽰資料は必要数ほしい
区連会等のホームページから資料データを⼊⼿できるようにしてほしい
区連会の情報は不要
その他
無回答

57%

25%

13%

5%

2%

1%

0%

1%

13%

1%

活⽤していない
LINE

⾃治会のホームページ
⾃治会運営アプリ
フェイスブック
メールマガジン

ツイッター
分からない

その他
無回答

3(1)会員の皆様へ⾃治会活動等の情報を周知する際に以下の⽅法を活⽤していま
すか。

3(2) （１）のデジタルツールの具体的な活⽤事例（⾃由記述）

速報版では省略

51%

44%

44%

21%

19%

6%

1%

資料のわかりやすさ
情報量の多さ

情報内容の精査
ペーパーレス化等デジタルツールの活⽤

資料部数の是正
その他
無回答

2(4)区連会資料の情報を周知する上で⾏政が改善すべき点について、あてはまる
ものすべてを選択してください。

(「広報よこはま」掲載情報の区連会議題からの除外)

(会⻑への１部配布の⾒直し)
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54%

37%

32%

28%

26%

27%

12%

9%

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊やWi‐Fi 環…
⾃治会運営アプリの導⼊⽀援

ICT 機器の導⼊や運⽤のためのアドバイザー派遣
技術的な相談窓⼝の設置

ICT 機器の操作研修
様々な資料のデータ提供

その他
無回答

3(3) ICTを活⽤した情報周知をする上での⾏政からの⽀援策として有効と思われ
るものについて、あてはまるものすべてを選択してください。

84%

89%

89%

62%

51%

39%

27%

1%

スマートフォンを所有
御⾃宅にインターネット環境がある

パソコン、タブレット端末等の通信機器を所有
SNS を利⽤

オンライン会議を活⽤したことがある
デジタル関係について相談ができる⼈が⾝近にいる

⾃治会館にインターネット環境がある
無回答

3(4)会⻑御⾃⾝のデジタル環境について、あてはまるものすべてを選択してくださ
い。

54% 30% 9% 3% 4%

1%

5(1)委嘱委員の候補者探しについてあてはまるものを選択してください。

難しい やや難しい 普通 難しくない わからない 無回答

４横浜市からの情報周知について（⾃由記述）
速報版では省略

５委嘱委員推薦事務について

パソコンやタブレット等の通信機器の購⼊や
Wi‐Fi 環境整備等の導⼊費⽤の補助

（委嘱委員の例）
スポーツ推進委員、⻘少年指導員、環境事業推進委員、保健活動推進員、
明るい選挙推進委員、消費⽣活推進員（⼀部区に限る）（※）
※⺠⽣委員・児童委員については、設問６以降で伺っています。
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57%

40%

28%

24%

9%

5%

9%

7%

委嘱委員の会議回数の減など業務量の削減

委嘱委員の業務内容説明資料の配付

地域活動⼈材の紹介など個別に相談できる環境

広報

⾃治会向け説明会

特になし

その他

無回答

5(3)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。候補
者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、あてはま
るものすべてを選択してください。

5(4) 候補者探しが最も困難と感じた委嘱委員や⽇頃から感じていること（⾃由記述）
速報版では省略

(n=1,461)

(n=87)

69%

48%

47%

41%

38%

31%

25%

9%

14%

0%

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

地域での役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

引き受けてもよいという⼈はいたが、候補者の年齢要件により…

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

5(2)（１）で「１ 難しい」「２ やや難しい」と回答した⽅に伺います。選ん
だ理由としてあてはまるものすべてを選択してください。 (n=87)

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が
合わない⼈が多かった

委嘱委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、
候補者を探すことが難しかった

委嘱委員の業務量が多く、負担が⼤きいと
考えている⼈が多かった

委嘱委員の活動内容を、候補者にわかりやすく
説明することが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、
候補者の年齢要件により推薦できなかった
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71% 6% 14% 9%

6(1)推薦状況について、あてはまるものを選択してください。

全員推薦できた ⼀部推薦できた 推薦できなかった 無回答

６令和４年⼀⻫改選の⺠⽣委員候補者の推薦事務について

6(2) スムーズに推薦を⾏うことができたポイントや⼯夫した点（(1)で「全員推薦できた」と回答
した⽅のみ）
速報版では省略

39%

31%

28%

11%

13%

8%

10%

9%

8%

4%

11%

28%

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多…

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多…

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にく…

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、候補者…

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが…

特に苦労した点はなかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について…

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74 …

候補者選出までの期間が短かった

その他

無回答

6(3)「⺠⽣委員となる候補者の確保」について、「今回は特に難しかった」との
御意⾒を多く伺いました。具体的にどのような御苦労が⼤きかったですか。特に
あてはまるものを３つまで選択してください。

30%

25%

17%

11%

0%

9%

23%

⽇頃の地域活動で顔⾒知りの⽅に、直接声掛けをした

新任の候補者はいない

⾃治会役員から、候補者の紹介があった

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、候補者…

地域ケアプラザや区社会福祉協議会に相談した

その他

無回答

6(4)新任の候補者が含まれている場合、その候補者はどのようにお探しになりま
したか。

現⺠⽣委員・近隣の⺠⽣委員・地区⺠児協会⻑から、
候補者の紹介があった

⾏事がないことなどにより、地域の⼈材の情報がなく、
候補者を探すことが難しかった

⺠⽣委員の活動内容を、候補者にわかりやすく説明することが難しかった

市から⽀給される活動費や⺠⽣委員としての会費負担について
理解を得ることが難しかった

引き受けてもよいという⼈はいたが、⺠⽣委員の年齢要件（74歳以下）に
より推薦できなかった

候補者選出までの期間が短かった

⺠⽣委員の責任が重く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

活動に充てる時間的余裕のない⼈や活動時間が合わない⼈が多かった

⺠⽣委員の業務量が多く、負担が⼤きいと考えている⼈が多かった

地域で⺠⽣委員の役割や活動の認知度が低く、理解を得にくかった
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38%

39%

14%

13%

5%

3%

15%

特になかった
区役所からの説明資料等の配布物

⾃治会向け説明会
広報

区役所職員による個別相談および⽀援
その他
無回答

6(5)横浜市の関わり・⽀援のうち、候補者推薦に役⽴ったと感じた内容につい
て、あてはまるものすべてを選択してください。

20% 24% 22% 22% 6% 6%

7(2)横浜市では、将来にわたり積極的な活動を⾏えるよう、候補者の年齢要件を
「74歳以下」としていますが、適当と考える年齢要件について、あてはまるもの
１つを選択してください。

現状のままでよい 年齢要件を緩和した⽅がよい
「原則」74 歳以下とし、例外を設けた⽅が良い 年齢要件を撤廃した⽅がよい
その他 無回答

７今後の推薦に向けた考えについて

36%

38%

31%

29%

32%

30%

27%

13%

12%

12%

9%

12%

7%

候補者の年齢要件を緩和する
⺠⽣委員の活動に対する⽀援を強化する

⺠⽣委員の活動をサポートする仕組みを地域の中で強化する
60 歳代以下の世代が参加しやすい活動環境を整備する

横浜市が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす
⺠⽣委員の制度や活動について地域への広報を強化する
社会福祉協議会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等候補者…
⺠⽣委員としての会費負担を減らす

⾃治会以外の組織からの推薦を選択できるようにする
⾃治会が依頼している⺠⽣委員の業務を減らす

その他
無回答

7(1)候補者の確保に有効と考える取組について、特にあてはまるものを３つまで
選択してください。

区社会福祉協議会、地域ケアプラザからの情報提供等
候補者探しのサポートを強化する

7



60%

35%

37%

31%

12%

11%

8%

7%

再任者の場合の⼿続を簡素化してほしい

提出書類を簡略化してほしい

推薦準備会の推薦⼈数を削減してほしい

推薦準備会の開催⽅法について対⾯以外も認めてほしい

⾃治会以外の組織からの推薦も認めてほしい

特に⾒直しは必要ない

その他

無回答

7(3)推薦⼿続に関し、改善してほしいと考える内容について、あてはまるものす
べてを選択してください。

59%

44%

22%

24%

20%

7%

6%

6%

⺠⽣委員の活動や⽋員地区をサポートする仕組み

区役所からの説明資料等の配布物

区役所職員による個別相談および⽀援

⾃治会向け説明会

広報

特に期待する取組はない

その他

無回答

7(4)候補者推薦における横浜市の関わり・⽀援のうち、期待する取組について、
あてはまるものすべてを選択してください。

８⾃治会と⺠⽣委員との関わりについて

8(2) ⾃治会が⺠⽣委員の活動をサポートするために実施している取組
速報版では省略

９その他、⺠⽣委員・児童委員の推薦・活動・制度について（⾃由記述）
速報版では省略

83%

51%

49%

37%

38%

43%

29%

8%

6%

地域の⾼齢者等の⾒守り活動を担っている

災害時要援護者の⾒守りなど防災活動を担っている

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先となって…

⾃治会の定例会等で⺠⽣委員の活動について情報共有している

⾃治会のおまつりなど⾏事の⼿伝いをしてもらっている

拠点防災、防災訓練などに担い⼿として参加してもらっている

⾃治会の役員を担ってもらっている

その他

無回答

8(1)⾃治会と⺠⽣委員の⽇ごろの関わりについて、あてはまるものすべてを選択し
てください。

福祉的な悩み・課題等がある⾃治会会員からの相談先と
なっている

8



令和５年３月２０日 

自治会町内会長 各位 
港南区役所地域振興課長 

 
令和５年度 

① 地域活動推進費補助金 及び 地域防犯灯維持管理費補助金 
② 地域防犯活動補助金 
③ 町の防災組織活動費補助金 

補助金の個別相談や申請受付について 

上記補助金について、自治会町内会長や会計担当の方などを対象に、補助金
の書類作成等に関する個別相談や補助金申請受付を行います。 

なお、申請につきましては、事前申込制とさせていただきます。 
 ご希望の方は、別添申込書にご記入のうえ、ご提出ください。 

【開催概要】  

日にち 令和５年５月１３日（土） 
【午前の部】９：００～１２：００ 

【午後の部】１３：００～１６：００ 

会 場 区役所５階 地域協働ルーム 

内 容 担当職員が個別で補助金の相談や申請受付を行います。 

持ち物 総会資料 

【申込期限及び申込方法】 

申込期限：令和５年４月２１日（金） 

申込方法：ＦＡＸ、Ｅメールで送付又は地域振興課窓口にご持参ください 

【平日でのご相談について（月曜日～金曜日 ８：４５～１７：００）】 

平日に地域振興課窓口での申請書類の提出や相談が重なりますと、お待たせする時

間が長くなることもございます。 

可能な範囲で、来庁日時を事前に電話などでご連絡いただくようお願いします。 

お問合せ先：〒233-0003 港南区港南 4-2-10 

港南区地域振興課 地域運営推進係 担当 星野、山崎、中島 

電話：847-8391 FAX：842-8193 

Ｅメール：kn-chishin-kuren@city.yokohama.jp 

mailto:kn-chishin-kuren@city.yokohama.jp


（記載例） 

補助金個別相談等 申込書（５月１３日） 

 
相談等を希望する補助金の時間に、第三希望までご記入ください。 

 地域活動推進費 
まちの防災組織 

活動補助金 
防犯活動補助金 

09:00～09:30    

09:30～10:00    

10:00～10:30    

10:30～11:00    

11:00～11:30    

11:30～12:00 １ ３ ２ 

13:00～13:30 ２ １ ３ 

13:30～14:00 ３ ２ １ 

14:00～14:30    

14:30～15:00    

15:00～15:30    

15:30～16:00    

 

 

案内送付先 

（担当者） 

自治会町内会名：   港南町内会       

          〒 

担当者住所：港南区  港南４－２－１０    

担 当 者 名：      港南 太郎         

担当者連絡先：    045-847-8391     

個別相談は希望する補助金の

みの参加でもかまいません。 



 

補助金個別相談等 申込書（５月 1３日） 

 
相談等を希望する補助金の時間に、第三希望までご記入ください。 

 地域活動推進費 
まちの防災組織 

活動補助金 
防犯活動補助金 

09:00～09:30    

09:30～10:00    

10:00～10:30    

10:30～11:00    

11:00～11:30    

11:30～12:00    

13:00～13:30    

13:30～14:00    

14:00～14:30    

14:30～15:00    

15:00～15:30    

15:30～16:00    

 

 

 

案内送付先 

（担当者） 

自治会町内会名：               

          〒 

担当者住所：港南区              

担 当 者 名：                      

担当者連絡先：                 

FAX 送信票 

送信先：港南区役所 地域振興課 FAX：842-8193 

【申込み期限】 

４月２１日（金） 

 



令和５年３月２０日 
 

 

各自治会・町内会 会長 様 

 

 

                                         日本赤十字社神奈川県支部 

                                         横浜市地区本部港南区地区委員会 

                                         委 員 長    栗 原 敏 也 

港南区社会を明るくする運動実施委員会 
                                          委 員 長  古 屋 文 雄 

                                          横浜市港南区社会福祉協議会  
                                          会   長    荻久保 賴則  

神奈川県共同募金会港南区支会 

                                         支 会 長   市 村 喜 正 
                                              
 

 

令和５年度 各種募金・会費の依頼額・目安額について 

 

 

  ようやく寒気和らぐ季節となり、日々ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

  常日頃より、各種団体の事業につきまして、ご理解・ご支援をいただき心より感謝申し

上げます。 

  また、各種団体の募金等に対するご協力についても、格段のご配慮を賜りお礼申し上げ

ます。 

  さて、先般、各種募金企画委員会を開催し、令和５年度の募金・会費額についてご承認

いただきました。 

 これに基づき、自治会・町内会様にご協力をお願いさせていただく令和５年度各種募金・

会費等の依頼額・目安額について、別紙のとおり試算いたしましたので、何卒ご確認いた

だきますようお願い申し上げます。 

 また、正式な依頼額・目安額につきましては、４月に開催される各団体の総会で承認さ

れた後、各団体の実施時期にあわせて別途お知らせし、お願いをさせていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   （問い合わせ先） 

港南区社会福祉協議会 

電 話８４１－０２５６ 

 

 



ＮＯ 実施期間
依頼額
・目安額
（円）

目的・配分先

② ５月～８月 10

　青少年の非行防止や罪を犯した人達
の立ち直りに取り組む更生保護事業団
体や港南区社会を明るくする運動のた
めに使われます。

③ ７月～10月 50

　港南区社会福祉協議会が行う地域福
祉活動支援、広報啓発事業等に使わ
れます。
例）地区社協運営費助成、地区社協活
動支援事業

広域計画分 160

　県共同募金会が県内の高齢者・障害
者施設の設備改善や備品整備、障害
者地域作業所の運営援助、在宅福祉
サービス団体等への活動に配分しま
す。

地域計画分 105

　港南区社会福祉協議会が、地域福祉
事業を推進する施設・団体等へ事業費
として配分するほか、区社会福祉協議
会が行う広報活動等の事業費に使わ
れます。

65
　港南区社会福祉協議会を通じて、申
請のあった区内の社会福祉関係団体
や地区社会福祉協議会に配分します。

330

590

令和５年度　各種募金・会費の依頼額・目安額一覧

５月～８月

１０月

～

１2月

　国際援助活動や国内の地震・風水害
等による救援事業、ボランティアの育
成・看護師養成・社会福祉事業の援助
等に広く使われます。（８割）
　港南区内の災害等救援事業や地域
福祉活動・事業への助成、救急法講習
会事業等に使われます。（２割）

名　称

①

港南区社会福祉協議会
世帯賛助会費

④

合　　　計

年末たすけあい募金

赤
い
羽
根
共
同
募
金

200

計

一般募金

港南区社会を明るくする運動
実施委員会会費

日本赤十字社会費



 
○○○自治会・町内会 会長 様 
 
 

令和５年度 各種募金・会費の依頼額・目安額試算表 

 

                                                                   （単位：円） 

実施期間 募金等の種類 

依頼額・目安額 

一世帯当たりの

依頼額・目安額 

一世帯当たりの依頼額

・目安額×対象世帯 

５月～８月 

日本赤十字社会費 ２００ ○○,○○○ 円 

港南区社会を明るくする運動 

実施委員会 会費 
１０ ○○,○○○ 円 

７月～１０月 
港南区社会福祉協議会 

世帯賛助会費 
５０ ○○,○○○ 円 

１０月 
 
～ 
 

１２月 

共同募金 

赤い羽根 

共同募金 

広域計画分 

１６０ 
○○,○○○ 円 

地域計画分 

１０５ 
○○,○○○ 円 

年末たすけあい募金 ６５ ○○,○○○ 円 

合        計 ５９０ 〇○○,○○○円 

 
※令和５年２月２８日現在の自治会町内会加入世帯数に基づいて算出しています。 
〔算出方法〕目安額＝｛自治会町内会加入世帯数（〇〇世帯）－区内生活保護世帯の割合３％｝×一世帯当たりの目安額 
なお、依頼額・目安額については、区社協賛助会費は 6 月 共同募金各種募金は 8 月の自治会町内会加入世 
帯数に基づいて算出し直します。                                                                         
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